
注記表

第 11 年度(平成 24 年度)注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．有価証券（株式形態の外部出資含む）の評価基準および評価方法

○満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）

○その他有価証券

・ 時価のあるもの・・・・・決算日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）

・ 時価を把握することが極めて困難と認められるもの・・・・・移動平均法による原価法

なお、取得価額と債券金額との差額のうち金利調整と認められる部分については償却原価法による取得価額の修正

を行っています。

２．棚卸資産の評価基準および評価方法

○購買品・・・・・・・・・・・売価還元法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）

○諸材料・・・・・・・・・・・先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）

○その他の棚卸資産・・・・・・最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

○建物（建物附属設備を除く）

平成１０年 3 月 3１日以前に取得したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧定率法

平成１０年４月１日から平成１９年３月３１日までに取得したもの ・・・・・・・旧定額法

平成１９年 4 月１日以後に取得したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法

○建物（建物附属設備を除く）以外

平成１９年３月３１日以前に取得したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧定率法

平成１９年 4 月１日以後に取得したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定率法

平成２４年４月１日以後に取得したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2０0％定率法

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。また、取

得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定にもとづき、３年間で均等償

却を行っています。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

なお、当ＪＡ利用のソフトウェアについては、ＪＡ内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法により

償却しています。

４．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領・経理規程および資産の償却・引当基準により、次のとおり計

上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権およびそれと同等の状況にあ

る債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額

を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権につい



ては債権額から担保処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力

を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権

については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額

を控除した残額との差額を引当ています。

上記以外の債権については、貸倒実績等で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を計上しています。

この基準にもとづき、当期は租税特別措置法第５７条の 10 により算定した金額にもとづき計上しています。

すべての債権は、資産査定要領にもとづき、査定対象資産を直接管理している部署が資産査定を実施し、本店管理

部署が二次査定した結果を、当該部署から独立したリスク管理部および内部監査室が検証したうえで上記の引当を行

っています。

（２）賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

（３）退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額にもとづき、当期末において発生していると

認められる額を計上しています。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。

（４）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退任慰労金支給内規にもとづく期末要支給額を計上しています。

（５）外部出資等損失引当金

当ＪＡの外部出資先への出資に係る損失に備えるため、株式については有価証券の評価方法と同様の考え方により、

株式以外のものについては貸出債権と同様の考え方により、必要と認められる額を計上しています。

（６）ポイント引当金

ＪＡ事業の利用拡大および組合員への加入促進を目的とするＪＡポイントサービスにもとづき、組合員・利用者

に付与したポイントの使用による費用発生に備えるため、当期末において将来発生すると見込まれる額を計上して

います。

５．消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方法によっています。

ただし、固定資産にかかる控除対象外消費税等は「雑資産」に計上し、５年間で均等償却を行っています。

６．記載金額の端数処理の方法

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しており、表示単位未満の科目については「0」で表示をしています。

【会計方針の変更に関する注記】

減価償却方法の変更

法人税法の改正に伴い、当事業年より平成２４年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税

法にもとづく減価償却方法に変更しています。

これにより、従来の方法と比べて当事業年度の事業管理費が 1,967 千円減少し、事業利益、経常利益、税引前当期

利益が同額増加しています。

【貸借対照表に関する注記】

１．有形固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 951,841 千円であり、その内訳は

次のとおりです。



（単位：千円）

種 類 金 額 種 類 金 額

建物・附属 440,650 構築物 342,134

機械および装置 90,499 車両運搬具 7,289

器具・備品 10,103 土地 61,164

なお、合併前の取得資産は帳簿価格を引継いでいます。

２．リース契約により使用する重要な固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、ＡＴＭ、信用端末機、公用車等については、リース契約により使用してい

ます。

○ オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リースのうち解約不能なものはありません。

３．担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

４．農業協同組合中央会が将来賦課することが見込まれる額に係る事項

京都府農協中央会の京都府ＪＡ経営基盤強化対策特別会計のために当ＪＡが当期負担した金額は 15,773 千円で、

当期負担額を基礎に算出した今後の当 JA の負担見込額は 7,830 千円です。

なお、京都府ＪＡ経営基盤強化対策特別会計は、府内ＪＡ経営の健全性確保のために資金を造成する事業で、当該事

業に要する費用は当該事業の継続期間中に中央会の会員による賦課金等により賄うこととされており、当期末における

当該事業に係る会員全体の将来負担見込額は 20,072 千円となっています。

５．役員に対する金銭債権・債務の総額

理事、監事に対する金銭債権の総額 金銭債権はありません。

理事、監事に対する金銭債務の総額 金銭債務はありません。

６．貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

（１）貸出金のうち、破綻先債権額は 193,407 千円、延滞債権額は 2,093,166 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本

または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条

第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる事由または同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援をはか

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

（２）貸出金のうち、3 ヶ月以上延滞債権額はありません。

なお、3 ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から 3 ヶ月以上遅延している貸出

金で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

（３）貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 200,825 千円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権

および 3 ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。

（４）破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は 2,487,399 千円です。

なお、（１）から（４）に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

７．土地の再評価に関する法律にもとづく再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成 10 年３月３１日公布法律第 34 号）および「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」にもとづき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税



金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」と

して純資産の部に計上しています。

○ 再評価を行った年月日 平成 10 年 12 月 31 日・平成 11 年 2 月 28 日

平成 11 年 12 月 31 日・平成 1１年３月 31 日

平成 12 年７月 31 日

○ 再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額

1,686,075 千円

○ 同法律第 3 条第 3 項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月３１日公布政令第 119 号）第 2 条第 3 号に定める、当該事

業用土地について地方税法第 341 条第 10 号の土地課税台帳または同条第 11 号の土地補充課税台帳の登録され

ている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

８．優先出資の消却について

その他の出資金は、優先出資金を平成 24 年 9 月 28 日に「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 15 条第

1 項第 1 号」の規定にもとづき消却したことにより、優先出資からその他の出資金に振り替えたものです。

【損益計算書に関する注記】

１．減損損失

（１）グルーピングの方法と共用資産の概要

当ＪＡでは、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、事業用店舗については支店ごとに、

また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。

また、本店については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、ＪＡ全体の共用資産としています。

（２）当期に減損を認識した固定資産は、以下のとおりです。

① 減損損失を計上した資産または資産グループの概要および減損損失の金額

（主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳） (単位：千円)

場 所 用 途 種 類 その他 金 額

京丹波町 業務用 土地 51,026

京丹波町 業務用 建物 8,174

南丹市 賃貸用固定資産 土地 16,814

京丹後市 賃貸用固定資産 土地 1,097

京丹波町 遊休 土地 業務外固定資産 21,508

京都市右京区京北 遊休 土地 業務外固定資産 584

亀岡市 遊休 土地 業務外固定資産 307

南丹市 遊休 土地 業務外固定資産 34

京丹波町 遊休 土地 業務外固定資産 366

綾部市 遊休 土地 業務外固定資産 424

与謝野町 遊休 土地 業務外固定資産 1,884

京丹後市 遊休 土地 業務外固定資産 2,214

宮津市 遊休 土地 業務外固定資産 1,482

合 計 105,919

②減損損失の認識に至った経緯

京丹波町の業務用土地・建物については土地の時価が著しく減少し、減損損失の兆候に該当することから帳簿

価額を回収可能額まで減額し、当期減少額を減損損失として認識しました。

南丹市・京丹後市の賃貸用固定資産は、使用価値が帳簿価額まで達しないため、帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当期減少額を減損損失として認識しました。

京都市右京区京北・亀岡市・南丹市・京丹波町・綾部市・与謝野町・京丹後市・宮津市の業務外固定資産につ



いては、昨年までに減損処理した遊休資産も含め、当期処分可能額で再評価し、その差額を減損損失として認識

しました。

③回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨および時価の算出方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨

および割引率

京丹波町の業務用資産、南丹市・京丹後市の賃貸用固定資産の回収可能価額については使用価値を採用してお

り、適用した割引率は 4.2％です。

京都市右京区京北・亀岡市・南丹市・京丹波町・綾部市・与謝野町・京丹後市・宮津市の業務外固定資産の回

収可能価額は正味売却可能価額を採用しており、その時価は固定資産税評価額にもとづき算定しています。

【金融商品に関する注記】

１． 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当ＪＡは組合員や地域から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を京

都府信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの債券等の有価証券による運用を行っています。

（２）金融商品の内容およびそのリスク

当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出金は、

貸出先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的および純投資目的(その他有価証券)で保有しています。これらは

発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

借入金は、自己資本増強の一環として借り入れた、ＪＡバンク支援協会からの期限付劣後特約付借入金を含んでい

ます。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当ＪＡは、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の

貸出取引については、本店に融資審査部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っています。審

査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格

な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上をはかるため、資産

の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組ん

でいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」にもとづき必要額を計上

し、資産および財務の健全化につとめています。

② 市場リスクの管理

ア．市場リスクの管理体制

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益化お

よび財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを

基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に

つとめています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析および当ＪＡの保有有価証券ポ

ートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ

委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運

用方針およびＡＬＭ委員会で決定された方針などにもとづき、有価証券の売買を行っています。運用部門が行った

取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行って

います。

イ． 市場リスクに係る定量的情報 （トレーディング目的以外の金融商品）

当 JA で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要なリス

ク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、貯金および借入金です。

当 JA では、これらの金融資産および金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた



経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が 0.3%上昇したも

のと想定した場合には、経済価値が 438,293 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮

していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性がありま

す。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保

につとめています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商品ごと

に異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を

採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２． 金融商品の時価等に関する事項

（１）金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず(３)に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預金 341,125,962 340,651,182 ▲474,780

有価証券 44,811,421 44,824,038 12,616

満期保有目的の債券 1,398,340 1,410,957 12,616

その他有価証券 43,413,081 43,413,081 －

貸出金 57,091,950

貸倒引当金 4,052,039

貸倒引当金控除後 53,039,910 54,349,708 1,309,798

資産計 438,977,294 439,824,929 847,635

貯金 432,138,358 431,972,712 ▲165,646

借入金 687,112 688,341 1,229

負債計 432,825,470 432,661,053 ▲164,417

(注 1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。
(注 2) 貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付 3,098 千円を含めています。

（２）金融商品の時価の算定方法

【資産】

① 預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期のある

預金については、期間にもとづく区分ごとに、リスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引い

た現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

② 有価証券および外部出資

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。また、投資信託については、公表されている基準価

格によっています。

③ 貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異



なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間にもとづく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリー

レートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算

定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を

時価に代わる金額としています。

【負債】

① 貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定期性貯金

については、期間にもとづく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・ス

ワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

② 借入金

借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当 JA の信用状態は実行後大きく異

なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。

固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額をリスクフリーレートである円

Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

（３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは(１)の金融商品の時価情報には

含まれていません。

（単位：千円）

（注 1）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であ

ると認められるため、時価開示の対象とはしていません。

（注 2）外部出資に対応する外部出資等損失引当金 12,253 千円を控除しています。

（４）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 （単位：千円）

1 年以内
1 年超

2 年以内
2 年超

3 年以内
3 年超

4 年以内
4 年超

5 年以内
5 年超

預金 341,125,962 - - - - -

有価証券 4,300,000 6,290,000 2,500,000 1,400,000 1,200,000 27,540,000

満期保有目的の債券 900,000 - 300,000 - - 200,000

その他有価証券うち

満期があるもの
3,400,000 6,290,000 2,200,000 1,400,000 1,200,000 27,340,000

貸出金 12,541,981 4,784,877 3,915,934 3,452,812 3,139,232 26,967,439

合 計 357,967,943 11,074,877 6,415,934 4,852,812 4,339,232 54,507,439

（注 1）貸出金のうち、当座貸越 2,933,247 千円については「1 年以内」に含めています。また、期限のない劣後
特約付ローンについては「5 年超」に含めています。

（注 2）貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 2,286,573 千円は償還の予定が見込ま
れないため、含めていません。

（５）借入金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 （単位：千円）

1 年以内
1 年超

2 年以内
2 年超

3 年以内
3 年超

4 年以内
4 年超

5 年以内 5 年超

貯金 369,695,724 28,656,248 25,596,172 3,323,141 4,867,071 ―

借入金 336,339 29,483 221,965 19,497 14,172 65,653

合計 370,032,063 28,685,731 25,818,137 3,342,638 4,881,243 65,653

（注 1）貯金のうち、要求払貯金については「1 年以内」に含めて開示しています。

貸借対照表計上額

外部出資 18,690,872



【有価証券に関する注記】

１．有価証券の時価および評価差額

（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：千円）

種 類 貸借対照表計上額 時 価 差 額

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの

地 方 債 898,340 911,547 13,206

社 債 200,000 204,480 4,480

小 計 1,098,340 1,116,027 17,686

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの

地 方 債 - - -

社 債 300.000 294,930 ▲5,070

小 計 300,000 294,930 ▲5,070

合 計 1,398,340 1,410,957 12,616

（２）その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

種 類
取得原価または

償却原価
貸借対照表計上額 評価差額(＊)

貸借対照表計上額が取

得原価または償却原価

を超えるもの

株 式 - - -

債 券 39,853,858 41,197,503 1,343,645

国 債 7,634,728 8,014,642 379,913

地 方 債 9,804,316 10,271,618 467,302

政府保証債 - - -

金 融 債 1,100,000 1,111,893 11,893

社 債 21,314,814 21,799,350 484,535

受 益 証 券 168,133 206,775 38,641

小 計 40,021,991 41,404,278 1,382,287

貸借対照表計上額が取

得原価または償却原価

を超えないもの

株 式 - - -

債 券 2,028,270 2,008,803 ▲19,467

国 債 - - -

地 方 債 - - -

政府保証債 - - -

金 融 債 - - -

社 債 2,028,270 2,008,803 ▲19,467

受 益 証 券 - - -

合 計 42,050,262 43,413,081 1,362,819

（＊）上記評価差額から繰延税金負債 379,408 千円を差し引いた額 983,410 千円を「その他有価証券評価差額

金」に計上しています。

２．当期中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

売却額 売却益 売却損

債 券 4,891,184 133,994 -

国 債 2,500,381 77,649 -

地方債 1,091,421 33,407 -

社 債 1,299,381 22,937 -

受益証券 381,508 28,625 -

合計 5,272,692 162,620 -



【退職給付に関する注記】

１．退職給付

（１）退職給付制度の概要

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程にもとづく退職一時金制度を採用しています。また、同規程にもと

づく退職給付の一部に充てるため、京都府農林漁業団体職員共済会との契約による特定退職金共済制度も併せて採用

しています。退職共済制度の積立額は 1,613,403 千円です。

（２）退職給付債務およびその内訳

① 退職給付債務 ▲4,055,033 千円

② 未認識数理計算上の差異 422,750 千円

③ 貸借対照表計上額純額 ▲3,632,282 千円

④ 退職給付引当金 ▲3,632,282 千円

（３）退職給付費用の内訳

① 勤務費用 15,718 千円

② 利息費用 42,298 千円

③ 数理計算上の差異の費用処理額 84,382 千円

小計 142,399 千円

④ 特定退職制度への拠出金 195,644 千円

⑤ 退職給付費用（①+②+③+④） 338,043 千円

（注）特定退職共済制度への拠出金 195,644 は「人件費」で処理しています。

（４）退職給付債務等の計算基礎

① 割引率 １．００%

② 退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準

③ 数理計算上の差異の処理年数 6 年

２．農林年金統合に係る特例業務負担金の金額

人件費には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合をはかるための農林漁業団体職員共済

組合法を廃止する等の法律附則第 57 条の規定にもとづき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に

要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 56,648 千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成 25 年 3 月現在における平成 44 年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は

852,751 千円となっています。



【税効果会計に関する注記】

１．繰延税金資産および繰延税金負債の内訳 (単位：千円)

繰延税金資産

貸倒引当金超過額 1,098,587

退職給付引金当超過額 1,020,317

賞与引当金超過額 60,154

未払費用否認額 18,344

土地・固定資産償却超過額 822,702

資産除去債務 45,369

その他 147,577

小計 3,213,051

評価性引当額 ▲ 2,893,352

繰延税金資産合計 319,700

繰延税金負債

その他有価証券評価差額 ▲379,408

資産除去債務資産増加額 ▲6,270

繰延税金負債合計 ▲385,679

繰延税金負債の純額 65,979

２．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 29.61％

（ 調 整 ）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.90％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲1.70％

住民税均等割等 1.24％

評価性引当額の増減 ▲8.89％

その他 ▲1.22％

税効果適用後の法人税等の実際負担率 19.94％


